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１【提出理由】

当社は、2020年８月12日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年８月12日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

 イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

     １株につき 28円　　総額 128,646,728円

 ロ　効力発生日

　   2020年８月13日

 
第２号議案　定款一部変更の件

イ  当社及び子会社の事業の現状に即し、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するた

め、現行定款第２条（目的）につきまして所要の変更を行うものであります。

ロ  当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会

の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図

ること等を目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査

等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設なら

びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

 
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、富山睦浩、富山浩樹、富山光惠、大和谷悟、高田裕、

吉田俊哉の６氏を選任するものであります。

 
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、遠藤良治、関根純、山本明彦、川上和夫の４氏を選任するものでありま

す。

 
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額として、年額170百万円以内とすること、及び各

取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものとするものであります。

 
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額として、年額40百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締

役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであり

ます。

 
第７号議案　当社取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与の

ための報酬決定の件

 当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図る

インセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠

とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

 譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額30百万円以内とすること、

また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたしま

す。なお、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
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払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普

通株式の総数は年19,000株以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

36,284 185 0 (注)１ 可決 99.07

第２号議案
定款一部変更の件

36,326 143 0 (注)２ 可決 99.19

第３号議案
取締役（監査等委員
で あ る 取 締 役 を 除
く。）６名選任の件

   

(注)３

  

富山　睦浩 34,434 2,035 0 可決 94.02

富山　浩樹 34,454 2,015 0 可決 94.08

富山　光惠 34,664 1,805 0 可決 94.65

大和谷　悟 34,700 1,769 0 可決 94.75

高田　裕 34,701 1,768 0 可決 94.75

吉田　俊哉 36,306 163 0 可決 99.13

第４号議案
監査等委員である取
締役４名選任の件

   

(注)３

  

遠藤　良治 35,375 1,094 0 可決 96.59

関根　純 35,376 1,093 0 可決 96.60

山本　明彦 32,814 3,655 0 可決 89.60

川上　和夫 36,296 173 0 可決 99.11

第５号議案
取締役（監査等委員
で あ る 取 締 役 を 除
く。）の報酬等の額
決定の件

36,272 197 0 (注)１ 可決 99.04

第６号議案
監査等委員である取
締役の報酬等の額決
定の件

36,274 195 0 (注)１ 可決 99.05

第７号議案
当社取締役（社外取
締役及び監査等委員
で あ る 取 締 役 を 除
く。）に対する譲渡
制限付株式の付与の
ための報酬決定の件

36,237 232 0 (注)１ 可決 98.95

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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